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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 

 当社は、平成 19 年５月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年６月

27 日開催予定の第 40 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 
記 

１．定款変更の目的 
  (1)  現行定款第３条に定める本店の所在地につき、都心からの利便性の向上と業務の効率

を図るため、東京都江東区から東京都中央区に変更を行うものであります。 
  (2)  株主の皆様の利便の向上と公告掲載費用の削減を図るため、第５条に定める公告方法

を電子公告に変更し、併せて電子公告ができない場合の措置を定めるものであります。 
(3)  インターネットの普及を考慮して、法務省令の定めるところに従い、株主総会参考書

類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規

定の新設をするものであります。 
  (4)  事業環境の変化に迅速に対応するため、役付取締役として、専務取締役及び常務取締

役を追加するものであります。 
 

２．定款変更の内容 
   変更の内容は次のとおりであります。 
                              （下線は変更部分であります） 

現 行 定 款 変    更    後 
第１章 総 則 

（本店所在地） 
第３条 当社は本店を東京都江東区に置く 
（公告の方法） 
第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載

する。 

第１章 総 則 
（本店所在地） 
第３条  当社は本店を東京都中央区に置く 
（公告の方法） 
第５条  当会社の公告は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由



 
 
 
 

第３章 株 主 総 会 
 
 
 
        （新設） 
 
 
 
 
 
 
第１６条～第２０条（条文省略） 
 

第４章 取締役及び取締役会 
     （代表取締役および役付取締役） 
第２１条  （条文省略） 
  ２． 取締役会は、その決議によって取締

役会長、取締役社長各１名、取締役

副会長若干名を選定することができ

る。 
 
第２２条～第３９条  （条文省略） 

によって電子公告による公告をするこ

とができない場合は、日本経済新聞に

掲載して行なう。 
 

第３章 株 主 総 会 
（株主総会参考資料等のインターネット開示と

みなし提供） 
第１６条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告及び計

算書類に記載または表示すべき事項

に係わる情報を、法務省令に定める

ところに従いインターネットを利用

する方法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみなすこ

とができる。 
第１７条～第２１条（現行どおり） 
 

第４章 取締役及び取締役会 
     （代表取締役および役付取締役） 
第２２条 （現行どおり） 
  ２． 取締役会は、その決議によって取締

役会長、取締役社長各１名、取締役

副会長、専務取締役および常務取締

役各若干名を選定することができ

る。 
第２３条～第４０条 （現行どおり） 

  （注）上記変更案は、平成１９年５月２９日開催の取締役会で決議した内容ですが、 
     平成１９年６月２７日開催予定の第４０回定時株主総会に上程する際には、 
     文言の修正等を行なうことがあります。 
 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催予定日  平成１９年６月２７日（水曜日） 
  定款変更の効力発生予定日       平成１９年６月２７日（水曜日） 
 
 
                                      以  上       

 


